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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
昇降路に対し前後方向および左右方向に位置決めされて、左右方向に水平に延びるように
乗り場の床に固定される乗り場側部材と、
前記昇降路の側壁に設置する左右一対の第１のガイドレールの芯出しに用いるレールゲー
ジであって、前記乗り場側部材と同一水平面内で左右方向に水平に延びるように左右一対
の前記第１のガイドレールに取り付けられる第１のレールゲージと、
この第１のレールゲージと前記乗り場側部材との間に介装されて、前記第１のレールゲー
ジを前記乗り場側部材に対して前後方向の所定位置に位置決めする第１の位置決め手段と
、
前記第１のレールゲージによって定められる左右一対の前記第１のガイドレールのレール
心と同軸に垂下される左右一対の第１の下げ振りと、
を備えることを特徴とするエレベータのガイドレール芯出し用テンプレート。
【請求項２】
前記昇降路の側壁に設置する左右一対の第２のガイドレールの芯出しに用いるレールゲー
ジであって、前記乗り場側部材と同一水平面内で左右方向に水平に延びるように左右一対
の前記第２のガイドレールに取り付けられる第２のレールゲージと、
前記前記第１のレールゲージに対して前後方向の所定位置に位置決めする、
この第２のレールゲージと前記第１のレールゲージとの間に介装されて、前記第２のレー
ルゲージを前記第１のレールゲージに対して前後方向の所定位置に位置決めする第２の位
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置決め手段と、
前記第２のレールゲージによって定められる左右一対の前記第２のガイドレールのレール
心と同軸に垂下される左右一対の第２の下げ振りと、
をさらに備えることを特徴とする請求項１に記載のエレベータのガイドレール芯出し用テ
ンプレート。
【請求項３】
左右一対の前記第１のガイドレールを前記昇降路の側壁に取り付ける第１のガイドレール
取付手段が、前記第１のレールゲージによって定められる前記第１のガイドレールのレー
ル芯と同軸に垂下する第１の下げ振りを支持するための第１の下げ振り支持手段を有する
ことを特徴とする請求項１に記載のエレベータのガイドレール芯出し用テンプレート。
【請求項４】
左右一対の前記第２のガイドレールを前記昇降路の側壁に取り付ける第２のガイドレール
取付手段が、前記第２のレールゲージによって定められる前記第２のガイドレールのレー
ル芯と同軸に垂下する第２の下げ振りを支持するための第２の下げ振り支持手段を有する
ことを特徴とする請求項２に記載のエレベータのガイドレール芯出し用テンプレート。
【請求項５】
前記乗り場側部材が、乗り場側ドアの開閉を案内するために乗り場の床に取り付けられた
ホールシルであることを特徴とする請求項１乃至４のいずれかに記載のエレベータのガイ
ドレール芯出し用テンプレート。
【請求項６】
前記ホールシルに凹設された前記乗り場側ドアの開閉を案内するための案内溝と前後方向
に係合する係合手段を用いて前記第１の位置決め手段を前記ホールシルに係止することを
特徴とする請求項５に記載のエレベータのガイドレール芯出し用テンプレート。
【請求項７】
前記第１の位置決め手段を、前記乗り場側部材および前記第１のレールゲージに対してピ
ンを用いて係止することを特徴とする請求項１乃至６のいずれかに記載のエレベータのガ
イドレール芯出し用テンプレート。
【請求項８】
前記第２の位置決め手段を、前記第１のレールゲージおよび前記第２のレールゲージに対
してピンを用いて係止することを特徴とする請求項７に記載のエレベータのガイドレール
芯出し用テンプレート。
【請求項９】
乗り場側部材を昇降路に対して前後方向および左右方向に位置決めしつつ左右方向に水平
に延びるように乗り場に固定し、
固定された前記乗り場側部材を前後方向位置の基準として前記昇降路の側壁に左右一対の
第１のガイドレールを仮設し、
左右一対の前記第１のガイドレールの芯出しに用いる第１のレールゲージを前記乗り場側
部材と同一水平面内で水平に延びるように左右一対の前記第１のガイドレールに取り付け
、
前記第１のレールゲージと前記乗り場側部材との間に第１の位置決め手段を介装すること
により前記第１のレールゲージを前記乗り場側部材に対して前後方向の所定位置に位置決
めできるように左右一対の前記第１のガイドレールの前記第１のレールゲージを取り付け
た部分を前後方向に位置調整しつつ前記昇降路の側壁に固定し、
位置決めされた前記第１のレールゲージによって定められる前記第１のガイドレールのレ
ール心と同軸に第１の下げ振りを垂下し、
垂下した前記第１の下げ振りを用いて前記第１のガイドレールの他の部分を芯出しして前
記昇降路の側壁に固定する、
ことを特徴とするエレベータのガイドレール芯出し方法。
【請求項１０】
固定された前記乗り場側部材を前後方向位置の基準として前記昇降路の側壁に左右一対の
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第２のガイドレールを仮設し、
左右一対の前記第２のガイドレールの芯出しに用いる第２のレールゲージを前記乗り場側
部材と同一水平面内で水平に延びるように左右一対の前記第２のガイドレールに取り付け
、
前記第２のレールゲージと前記第１のレールゲージとの間に第２の位置決め手段を介装す
ることにより前記第２のレールゲージを前記第１のレールゲージに対して前後方向の所定
位置に位置決めできるように左右一対の前記第２のガイドレールの前記第２のレールゲー
ジを取り付けた部分を前後方向に位置調整しつつ前記昇降路の側壁に固定し、
位置決めされた前記第２のレールゲージによって定められる前記第２のガイドレールのレ
ール心と同軸に第２の下げ振りを垂下し、
垂下した前記第２の下げ振りを用いて前記第２のガイドレールの他の部分を芯出しして前
記昇降路の側壁に固定する、
ことを特徴とする請求項９に記載のエレベータのガイドレール芯出し方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、エレベータを設置する際に、ガイドレールや乗り場側機器等をエレベータの昇
降路内に正確に芯出しするために用いるエレベータのガイドレール芯出し用テンプレート
、およびこのテンプレートを用いたエレベータ昇降路の芯出し方法に関する。
【０００２】
【従来の技術】
エレベータを設置する際には、乗りかごや釣合おもりの昇降を案内するガイドレールばか
りでなく、各階床の乗り場に取り付けるフロントパネルユニットやホールシル等の乗り場
側機器をも、昇降路に対して正確に位置決めして固定する必要がある。
このため、ガイドレールや乗り場側機器を正確に位置決めするツールとしてテンプレート
が用いられている。
【０００３】
図８に示したように、昇降路１の上端に機械室２が設けられる場合には、機械室２の床３
に貫設した作業孔４にテンプレート５が取り付けられる。
そして、このテンプレート５の所定位置から下げ振り、すなわちその下端に重錘６を取り
付けたピアノ線７を垂下する。
次いで、このピアノ線７を基準として、例えば各階床の乗り場８においては、垂下したピ
アノ線７に曲尺９を当てることにより、乗り場側機器の取り付け基準線１０等を得ること
ができる。
【０００４】
これに対して、マシンルームレスエレベータのように昇降路の上端に機械室が設けられな
い場合には、昇降路１の上端部および下端部に、図９および図１０に示した単管テンプレ
ート１１をそれぞれ現場合わせで設置する。
【０００５】
この単管テンプレート１１を設置する際には、まず最初に、昇降路１の前壁１ａと後壁１
ｂとの間に、ジャッキベース１２を用いて左右一対の単管パイプ１３を突っ張らせる。
次いで、これらの単管パイプ１３上に材木やフラットバー若しくはＬアングル等の骨組１
４を載置した後、クランプ１５を用いて固定する。
その後、乗りかご用ガイドレールＣＧに対する芯位置１６や釣合おもり用ガイドレールＷ
Ｇに対する芯位置１７、および乗り場側機器に対する芯位置１８を、各骨組１４上に正確
に位置決めする。
【０００６】
そして、昇降路１の上下にそれぞれ設けた単管テンプレート１１，１１の各芯位置間に重
錘６を吊り下げたピアノ線７を張設するとともに、これらのピアノ線７を位置基準とする
ことにより、乗りかご用ガイドレールや釣合おもり用ガイドレールおよび乗り場側機器を
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正確に芯出ししつつ、昇降路１に固定する。
【０００７】
【発明が解決しようとする課題】
ところが、エレベータの昇降路は現場毎に寸法や構造が異なるため、上述した単管テンプ
レートの標準化が難しく、各現場において逐一設置せざるを得ない。このため、単管テン
プレートの設置には多くの労力および時間を必要としている。
【０００８】
また、昇降路の上端部に単管テンプレートを設置するためには、大かがりな足場を組む必
要があり、費用がかさむ。
さらには、単管テンプレートの構造が複雑なため、足場上における作業性が極めて悪い。
【０００９】
そこで本発明の目的は、上述した従来技術が有する問題点を解消し、エレベータを設置す
る各現場において共通して用いることができるばかりでなく、取付が容易であり、かつ構
造が簡単で安価なエレベータのガイドレール芯出し用テンプレート及びエレベータのガイ
ドレール芯出し方法を提供することにある。
【００１０】
【問題を解決するための手段】
上記の課題を解決するため、本発明の請求項１に記載のエレベータのガイドレール芯出し
用テンプレートは、
昇降路に対し前後方向および左右方向に位置決めされて、左右方向に水平に延びるように
乗り場の床に固定される乗り場側部材と、
前記昇降路の側壁に設置する左右一対の第１のガイドレールの芯出しに用いるレールゲー
ジであって、前記乗り場側部材と同一水平面内で左右方向に水平に延びるように左右一対
の前記第１のガイドレールに取り付けられる第１のレールゲージと、
この第１のレールゲージと前記乗り場側部材との間に介装されて、前記第１のレールゲー
ジを前記乗り場側部材に対して前後方向の所定位置に位置決めする第１の位置決め手段と
、
前記第１のレールゲージによって定められる左右一対の前記第１のガイドレールのレール
心と同軸に垂下される左右一対の第１の下げ振りと、を備える。
【００１１】
すなわち、請求項１に記載のテンプレートは、昇降路に対して前後方向および左右方向に
位置決めした乗り場側部材を芯出しの基準とする。
そして、第１の位置決め手段を用いることにより第１のレールゲージを乗り場側部材に対
して前後方向の所定位置に位置決めできるように、第１のガイドレールの第１のレールゲ
ージを取り付けた部分を前後方向に位置調整して昇降路の側壁に固定する。
次いで、第１のレールゲージによって定められる第１のガイドレールのレール心と同軸に
第１の下げ振りを垂下するとともに、この第１の下げ振りを用いて第１のガイドレールの
他の部分を正確に芯出しする。
【００１２】
このとき、第１のレールゲージは、同一寸法系列のエレベータの芯出しに共通に用いるこ
とができるから、同一寸法系列のエレベータを設置する各現場で共通して用いることがで
きる。
また、乗り場側部材をホールシルとすれば、各現場において個別に乗り場側部材を用意す
る必要もない。
さらに、ホールシルと第１のガイドレールとの間の前後方向寸法は、同じ寸法のエレベー
タであれば一定であるから、第１の位置決め手段もまた同じ寸法のエレベータを設置する
各現場で共通して用いることができる。
【００１３】
また、請求項１に記載のテンプレートにおいては、第１のレールゲージを左右一対の第１
のガイドレールで支持するとともに、第１の位置決め手段を乗り場側部材および第１のレ
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ールゲージで支持する構造であるから、その取り付けが極めて容易である。
【００１４】
加えて、請求項１に記載のテンプレートは、乗り場側部材と第１のレールゲージおよび第
１の位置決め手段から構成されるから、構造が簡単で、その周囲における作業スペースも
充分に確保できる。
さらには、固有の部品が少ないから極めて安価に製作できる。
【００１５】
また、上記の課題を解決する本発明の請求項２に記載のエレベータのガイドレール芯出し
用テンプレートは、請求項１に記載のテンプレートに対して、
前記昇降路の側壁に設置する左右一対の第２のガイドレールの芯出しに用いるレールゲー
ジであって、前記乗り場側部材と同一水平面内で左右方向に水平に延びるように左右一対
の前記第２のガイドレールに取り付けられる第２のレールゲージと、
前記前記第１のレールゲージに対して前後方向の所定位置に位置決めする、
この第２のレールゲージと前記第１のレールゲージとの間に介装されて、前記第２のレー
ルゲージを前記第１のレールゲージに対して前後方向の所定位置に位置決めする第２の位
置決め手段と、
前記第２のレールゲージによって定められる左右一対の前記第２のガイドレールのレール
心と同軸に垂下される左右一対の第２の下げ振りと、をさらに備える。
【００１６】
請求項２に記載のテンプレートは、第２のレールゲージの前後方向位置の基準が第１のレ
ールゲージとなる点を除き、その作用効果は請求項１に記載のそれと同一である。
そして、第２の位置決め手段を用いることにより、第２のレールゲージの前後方向位置を
第１のレールゲージを基準として、言い換えると第２のガイドレールのレール芯の前後方
向位置を第１のガイドレールのレール芯を基準として定めることができるので、第１のガ
イドレールと第２のガイドレールとの間の前後方向の間隔寸法を正確に定めることができ
る。
【００１７】
また、上記の課題を解決する本発明の請求項３に記載のエレベータのガイドレール芯出し
用テンプレートは、
左右一対の前記第１のガイドレールを前記昇降路の側壁に取り付ける第１のガイドレール
取付手段が、前記第１のレールゲージによって定められる前記第１のガイドレールのレー
ル芯と同軸に垂下する第１の下げ振りを支持するための第１の下げ振り支持手段を有する
。
すなわち、第１のガイドレール取付手段に設けた第１の下げ振り支持手段によって第１の
下げ振りを支持するので、第１のレールゲージを第１のガイドレールに対して容易に着脱
することができる。
【００１８】
同様に、上記の課題を解決する本発明の請求項４に記載のエレベータのガイドレール芯出
し用テンプレートは、
左右一対の前記第２のガイドレールを前記昇降路の側壁に取り付ける第２のガイドレール
取付手段が、前記第２のレールゲージによって定められる前記第２のガイドレールのレー
ル芯と同軸に垂下する第２の下げ振りを支持するための第２の下げ振り支持手段を有する
。
すなわち、第２のガイドレール取付手段に設けた第２の下げ振り支持手段によって第２の
下げ振りを支持するので、第２のレールゲージを第２のガイドレールに対して容易に着脱
することができる。
【００１９】
また、上記の課題を解決する本発明の請求項５に記載のエレベータのガイドレール芯出し
用テンプレートにおいては、前記乗り場側部材を、乗り場側ドアの開閉を案内するために
乗り場の床に取り付けられるホールシルとする。
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これにより、乗り場側部材をホールシルと兼用できるから、乗り場側部材を個々に用意す
る必要をなくすことができる。
また、エレベータを設置する際にはホールシルを昇降路に対して正確に位置決めしている
から、このホールシルを流用することにより、テンプレートを構成する部品点数を削減で
きるばかりでなく、取り付けに要する労力もまた削減することができる。
【００２０】
また、上記の課題を解決する本発明の請求項６に記載のエレベータのガイドレール芯出し
用テンプレートにおいては、
前記ホールシルに凹設された前記乗り場側ドアの開閉を案内するための案内溝と前後方向
に係合する係合手段を用いて前記第１の位置決め手段を前記ホールシルに係止する。
これにより、第１の位置決め手段をホールシルに容易に取り付けることができるばかりで
なく、第１の位置決め手段を取り付けるためにホールシルを加工する必要をなくすことが
できる。
【００２１】
また、上記の課題を解決する本発明の請求項７に記載のエレベータのガイドレール芯出し
用テンプレートにおいては、前記第１の位置決め手段を、前記乗り場側部材および前記第
１のレールゲージに対してピンを用いて係止する。
これにより、第１の位置決め手段を、乗り場側部材および第１のレールゲージに対して容
易に、かつ正確な位置に取り付けることができる。
【００２２】
また、上記の課題を解決する本発明の請求項８に記載のエレベータのガイドレール芯出し
用テンプレートにおいては、前記第２の位置決め手段を、前記第１のレールゲージおよび
前記第２のレールゲージに対してピンを用いて係止する。　これにより、第２の位置決め
手段を、第１のレールゲージおよび第２のレールゲージに対して容易に、かつ正確な位置
に取り付けることができる。
【００２３】
また、上記の課題を解決する本発明の請求項９に記載のエレベータのガイドレール芯出し
方法は、
乗り場側部材を昇降路に対して前後方向および左右方向に位置決めしつつ左右方向に水平
に延びるように乗り場に固定し、
固定された前記乗り場側部材を前後方向位置の基準として前記昇降路の側壁に左右一対の
第１のガイドレールを仮設し、
左右一対の前記第１のガイドレールの芯出しに用いる第１のレールゲージを前記乗り場側
部材と同一水平面内で水平に延びるように左右一対の前記第１のガイドレールに取り付け
、
前記第１のレールゲージと前記乗り場側部材との間に第１の位置決め手段を介装すること
により前記第１のレールゲージを前記乗り場側部材に対して前後方向の所定位置に位置決
めできるように左右一対の前記第１のガイドレールの前記第１のレールゲージを取り付け
た部分を前後方向に位置調整しつつ前記昇降路の側壁に固定し、
位置決めされた前記第１のレールゲージによって定められる前記第１のガイドレールのレ
ール心と同軸に第１の下げ振りを垂下し、
垂下した前記第１の下げ振りを用いて前記第１のガイドレールの他の部分を芯出しして前
記昇降路の側壁に固定する、ことを特徴とする。
【００２４】
なお第１の下げ振りは、第１のガイドレールを前記昇降路の側壁に取り付けるガイドレー
ルブラケットや昇降路の側壁等に取り付けた第１の下げ振り支持手段によって支持するこ
とができる。
【００２５】
また、上記の課題を解決する本発明の請求項１０に記載のエレベータの芯出し方法は、請
求項９に記載の方法において、



(7) JP 4454100 B2 2010.4.21

10

20

30

40

50

固定された前記乗り場側部材を前後方向位置の基準として前記昇降路の側壁に左右一対の
第２のガイドレールを仮設し、
左右一対の前記第２のガイドレールの芯出しに用いる第２のレールゲージを前記乗り場側
部材と同一水平面内で水平に延びるように左右一対の前記第２のガイドレールに取り付け
、
前記第２のレールゲージと前記第１のレールゲージとの間に第２の位置決め手段を介装す
ることにより前記第２のレールゲージを前記第１のレールゲージに対して前後方向の所定
位置に位置決めできるように左右一対の前記第２のガイドレールの前記第２のレールゲー
ジを取り付けた部分を前後方向に位置調整しつつ前記昇降路の側壁に固定し、
位置決めされた前記第２のレールゲージによって定められる前記第２のガイドレールのレ
ール心と同軸に第２の下げ振りを垂下し、
垂下した前記第２の下げ振りを用いて前記第２のガイドレールの他の部分を芯出しして前
記昇降路の側壁に固定する、ことを特徴とする。
【００２６】
なお第２の下げ振りは、第２のガイドレールを前記昇降路の側壁に取り付けるガイドレー
ルブラケットや昇降路の側壁等に取り付けた第２の下げ振り支持手段によって支持するこ
とができる。
【００２７】
【発明の実施の形態】
以下、図１乃至図５を参照しつつ、本発明に係る一実施形態のエレベータ昇降路の芯出し
方法を説明しながら一実施形態のエレベータのガイドレール芯出し用テンプレートについ
て説明する。
なお、以下の説明においては、エレベータが昇降する方向を上下方向とするとともに、エ
レベータの扉が開閉する方向を左右方向とし、かつ乗客が乗りかごに出入りする方向を前
後方向とする。
また、前述した従来技術と同一の部分には同一の参照符号を用いて、その説明を省略する
。
【００２８】
本実施形態のエレベータのガイドレール芯出し方法においては、まず最初に、図１に示し
たようにエレベータを設置する建物の最上階の乗り場２１に、ホールシル（乗り場側部材
）２２を昇降路１に対して前後方向および左右方向に位置決めしつつ、左右方向に水平に
延びるように固定する。
このホールシル２２は、図示されない乗り場側ドアの開閉を案内するためのもので、左右
方向（図１においては図示する紙面に垂直な方向）に平行に延びる前後一対の案内溝２２
ａ，２２ｂが、その全長にわたって凹設されている。
【００２９】
同様に、建物の最下階の乗り場２３にも、ホールシル（乗り場側部材）２４を昇降路１に
対して前後方向および左右方向に位置決めしつつ、左右方向に水平に延びるように固定す
る。
このホールシル２４もまた図示されない乗り場側ドアの開閉を案内するためのもので、左
右方向に平行に延びる前後一対の案内溝２４ａ，２４ｂが、その全長にわたって凹設され
ている。
【００３０】
次いで、最上階の乗り場２１に設けたホールシル２２には、案内溝２２ａ，２２ｂに係合
する支持部材（係合手段）２５を用いて、その下端に重錘２７を取り付けた左右一対のピ
アノ線２８を垂下する。
そして、これらのピアノ線２８を用いることにより、最上階の乗り場２１に設けたホール
シル２２と最下階の乗り場２３に設けたホールシル２４とを、昇降路１に対して前後方向
および左右方向に正確に位置決めすることができる。
【００３１】
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また、最下階の乗り場２３に設けたホールシル２４の案内溝２４ａ，２４ｂに係合させた
固定部材（係合手段）２６にピアノ線２８の下端部を固定する。
これにより、ピアノ線２８を最上階と最下階との間にピンと張った状態で張設することが
できる。
【００３２】
その後、張設したピアノ線２８を前後方向（図１おいては図示左右方向）の位置基準とし
て、昇降路１の側壁１ｃ，１ｄにけがき線２９をけがく。
そして、このけがき線２９を前後方向の位置基準としつつ、図２に示した複数のガイドレ
ールブラケット（第１のガイドレール取付手段）３０，３１を、上下方向に所定の間隔を
開けて昇降路１の側壁１ｃ，１ｄにそれぞれ仮設する。
その後、これらのガイドレールブラケット３０，３１を用いて、左右一対の乗りかご用ガ
イドレール（第１のガイドレール）ＣＧを昇降路１の上端部まで延びるように昇降路１の
側壁１ｃ，１ｄにそれぞれ仮設する。
【００３３】
同様に、けがき線２９を前後方向の位置基準としつつ、図２に示した複数のガイドレール
ブラケット（第２のガイドレール取付手段）３２，３３を、上下方向に所定の間隔を開け
て昇降路１の側壁１ｃ，１ｄにそれぞれ仮設する。
その後、これらのガイドレールブラケット３２，３３を用いて、釣合錘用ガイドレール（
第２のガイドレール）ＷＧを昇降路１の上端部まで延びるように昇降路１の側壁１ｃ，１
ｄにそれぞれ仮設する。
【００３４】
その後、図３に示したように、左右一対の乗りかご用ガイドレールＣＧのうち、最上階の
乗り場２１に設けたホールシル２２と同一水平面内にある部分に、第１のレールゲージ３
４を水平に延びるように取り付ける。
この第１のレールゲージ３４は、ガイドレールの芯出しに従来用いられているもので、乗
りかご用ガイドレールＣＧの端面および一方の側面に密着する左右一対の定規部と、この
第１のレールゲージ３４を乗りかご用ガイドレールＣＧの底フランジに固定するための左
右一対のクランプとをそれぞれ有している。
【００３５】
次いで、ホールシル２２に係合させた支持部材２５と第１のレールゲージ３４との間に、
前後方向に延びる角柱状の部材である左右一対の第１の位置決め部材（第１の位置決め手
段）３５を介装する。
これらの位置決め部材３５は、その前端および後端を、上下方向に挿通するピン３６を用
いて第１のレールゲージ３４と支持部材２５とに係止する。
【００３６】
このとき、これらのピン３６を挿通できるように、左右一対の乗りかご用ガイドレールＣ
Ｇの第１のレールゲージ３４を取り付けた部分を、前後方向（図３においては図示上下方
向）に位置調整しつつ、ガイドレールブラケット３０，３１にそれぞれ固定する。
また、左右一対の第１の位置決め部材３５は、その長さが正確に定められている。
これにより、左右一対の乗りかご用ガイドレールＣＧのうち第１のレールゲージ３４を取
り付けた部分を、ホールシル２２に対して、言い換えると昇降路１に対して前後方向に正
確に位置決めすることができる。
【００３７】
その後、図４に示したように、左右一対の釣合錘用ガイドレールＷＧのうち、最上階の乗
り場２１に設けたホールシル２２の上面と同一水平面内にある部分に、第２のレールゲー
ジ３７を水平に延びるように取り付ける。
この第２のレールゲージ３７は、ガイドレールの芯出しに従来用いられているもので、釣
合錘用ガイドレールＷＧの端面および側面に密着する左右一対の定規部と、この第２のレ
ールゲージ３７を釣合錘用ガイドレールＷＧに固定するための左右一対の取付ボルトとを
有している。
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【００３８】
次いで、第１のレールゲージ３４と第２のレールゲージ３７との間に、前後方向に延びる
角柱状の部材である左右一対の第２の位置決め部材３８を介装する。
これらの位置決め部材３８は、その前端および後端を、上下方向に挿通するピン３６を用
いて第１のレールゲージ３４および第２のレールゲージ３７とに係止する。
【００３９】
このとき、これらのピン３６を挿通できるように、左右一対の釣合錘用ガイドレールＷＧ
の第２のレールゲージ３７を取り付けた部分を、前後方向（図４においては図示上下方向
）に位置調整しつつ、ガイドレールブラケット３２，３３にそれぞれ固定する。
また、左右一対の第２の位置決め部材３８は、その長さが正確に定められている。
これにより、左右一対の釣合錘用ガイドレールＷＧのうち第２のレールゲージ３７を取り
付けた部分を、ホールシル２２に対して、言い換えると昇降路１に対して前後方向に正確
に位置決めすることができる。
【００４０】
以上の作業により、左右一対の乗りかご用ガイドレールＣＧおよび左右一対の釣合錘用ガ
イドレールＷＧのうち、最上階の乗り場２１に設けたホールシル２２と同一水平面内にあ
る部分について、昇降路１に対する前後方向の位置決めが完了する。
【００４１】
次に、位置決めされた第１のレールゲージ３４によって定められる左右一対の乗りかご用
ガイドレールＣＧのレール芯の位置に、左右一対の第１の下げ振り３９をそれぞれ同軸に
取り付ける。
図示左側の第１の下げ振り３９は、図６に示したように、例えば最上部にあるガイドレー
ルブラケット３０に固着した支持ブラケット（第１の下げ振り支持手段）４０に、その上
端を固定して垂下することができる。
図示右側の第１の下げ振り３９もまた、最上部にあるガイドレールブラケット３１に固着
した同様の支持ブラケットに、その上端を固定して垂下することができる。
【００４２】
同様に、位置決めされた第２のレールゲージ３７によって定められる左右一対の釣合錘用
ガイドレールＷＧのレール芯の位置に、左右一対の第２の下げ振り４１をそれぞれ同軸に
取り付ける。
図示左側の第２の下げ振り４１は、図７に示したように、例えば最上部にあるガイドレー
ルブラケット３２に固着した支持ブラケット（第２の下げ振り支持手段）４２に、その上
端を固定して垂下することができる。
図示右側の第２の下げ振り４１もまた、最上部にあるガイドレールブラケット３３に固着
した同様の支持ブラケットに、その上端を固定して垂下することができる。
【００４３】
第１の下げ振り３９および第２の下げ振り４１を垂下した後、第１の位置決め部材３５と
第２の位置決め部材３８、および第１のレールゲージ３４と第２のレールゲージ３７をそ
れぞれ取り外す。
【００４４】
次に、以上の作業と同様の作業を行うことにより、左右一対の乗りかご用ガイドレールＣ
Ｇおよび左右一対の釣合錘用ガイドレールＷＧのうち、最下階の乗り場２３に設けたホー
ルシル２４と同一水平面内にある部分について、昇降路１に対する前後方向の位置決めを
行う。
【００４５】
その後、左右一対の乗りかご用ガイドレールＣＧおよび左右一対の釣合錘用ガイドレール
ＷＧのための各ガイドレールブラケットのうち、最下部にあるガイドレールブラケットに
それぞれ設けた固定ブラケットに、左右一対の第１の下げ振り３９および左右一対の第２
の下げ振り４１の下端を固定する。
これにより、左右一対の第１の下げ振り３９および左右一対の第２の下げ振り４１を、昇
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降路１の最上部から最下部まで、ピンと張った状態で張設することができる。
【００４６】
次いで、左右一対の第１の下げ振り３９および左右一対の第２の下げ振り４１を位置基準
としつつ、第１のレールゲージ３４および第２のレールゲージ３７を用いることにより、
左右一対の乗りかご用ガイドレールＣＧおよび左右一対の釣合錘用ガイドレールＷＧを、
上下方向の全長にわたって芯出しを行う。
【００４７】
すなわち、本実施形態のエレベータのガイドレール芯出し用テンプレートは、ホールシル
２２，２４に係合する支持部材２５と、第１のレールゲージ３４および第２のレールゲー
ジ３７と、第１の位置決め部材３５および第２の位置決め部材３８とを組み合わせたもの
である。
このとき、第１のレールゲージ３４および第２のレールゲージ３７は、同一寸法系列のエ
レベータの芯出しに共通に用いることができるから、同一寸法系列のエレベータを設置す
る各現場で共通して用いることができる。
さらに、同一寸法系列のエレベータであれば、ホールシル２２，２４と各ガイドレールＣ
Ｇ，ＷＧとの間の前後方向寸法もまた一定であるから、第１の位置決部材３５および第２
の位置決め部材３８もまた各現場で共通して用いることができる。
したがって本実施形態のテンプレートは、部品点数が少なく、かつ各現場に合わせて固有
に製作する部品がないから、極めて安価に製作することができる。
【００４８】
また、本実施形態のエレベータのガイドレール芯出し用テンプレートは、第１のレールゲ
ージ３４を乗りかご用ガイドレールＣＧで支持するとともに、第２のレールゲージ３７を
釣合錘用ガイドレールＷＧで支持し、かつ第１および第２の位置決め部材３５，３８を支
持部材２５と第１および第２のレールゲージ３４，３７で支持する構造であるから、その
取り付けが極めて容易である。
【００４９】
加えて、本実施形態のエレベータのガイドレール芯出し用テンプレートは、その構造が極
めて簡単であるから、その周囲における作業スペースを充分に確保することができる。
【００５０】
以上、本発明に係るエレベータのガイドレール芯出し用テンプレートおよびエレベータの
ガイドレール芯出し方法の一実施形態ついて詳しく説明したが、本発明は上述した実施形
態によって限定されるものではなく、種々の変更が可能であることは言うまでもない。
例えば、上述した実施形態においては、第１の位置決め部材３５および第２の位置決め部
材３８を左右一対の角柱状の部材としているが、これらをそれぞれ一枚の平板とすること
もできる。
また、第１の位置決め部材３５をホールシル２２に係合させた支持部材２５に取り付けて
いるが、ホールシル２２に直接係合させることもできる。
【００５１】
【発明の効果】
以上の説明から明らかなように、本発明のエレベータのガイドレール芯出し用テンプレー
トは、乗り場側部材とレールゲージおよび位置決め手段とを組み合わせたものである。
このとき、乗り場側部材をホールシルとすれば、各現場において個別に乗り場側部材を用
意する必要がない。また、レールゲージは、同一寸法系列のエレベータの芯出しに共通に
用いることができるから、同一寸法系列のエレベータを設置する各現場で共通して用いる
ことができる。さらに、同一寸法系列のエレベータであれば、ホールシルとガイドレール
との間の前後方向寸法もまた一定であるから、位置決め手段もまた各現場で共通して用い
ることができる。
したがって本発明のテンプレートは、部品点数が少なく、かつ各現場に合わせて固有に製
作する部品がないから、極めて安価に製作することができる。
【００５２】
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また、本発明のエレベータのガイドレール芯出し用テンプレートは、各レールゲージを乗
りかご用ガイドレールおよび釣合錘用ガイドレールで支持するとともに、各位置決め手段
を乗り場側部材および各レールゲージで支持する構造であるから、その取り付けが極めて
容易である。
【００５３】
加えて、本発明のエレベータのガイドレール芯出し用テンプレートは、その構造が極めて
簡単であるから、その周囲における作業スペースを充分に確保することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】乗り場側部材を昇降路に対して位置決めする状態を示す縦断面図。
【図２】乗りかご用ガイドレールおよび釣合錘用ガイドレールを仮設した状態を示す昇降
路の水平断面図。
【図３】第１のレールゲージおよび第１の位置決め部材を取り付けた状態を示す昇降路の
水平断面図。
【図４】第２のレールゲージおよび第２の位置決め部材をさらに取り付けた状態を示す昇
降路の水平断面図。
【図５】第１および第２の下げ振りを垂下した状態を示す昇降路の水平断面図。
【図６】第１の下げ振りをガイドレールブラケットに取り付けた状態を示す平面図。
【図７】第２の下げ振りをガイドレールブラケットに取り付けた状態を示す平面図。
【図８】従来のテンプレートを取り付けた状態を示す昇降路の斜視図。
【図９】従来のテンプレートを示す昇降路の水平断面図。
【図１０】図９に示したテンプレートの側面図
【符号の説明】
１　昇降路
２　機械室
３　機械室の床
４　作業孔
５　テンプレート
６　重錘
７　ピアノ線
８　乗り場
９　曲尺
１０　基準線
１１　単管テンプレート
１２　ジャッキベース
１３　単管パイプ
１４　骨組
１５　クランプ
１６，１７，１８　芯位置
２１　最上階の乗り場
２２　ホールシル
２３　最下階の乗り場
２４　ホールシル
２５　支持部材
２６　固定部材
２７　重錘
２８　ピアノ線
２９　けがき線
３０，３１，３２，３３　ガイドレールブラケット
３４　第１のレールゲージ
３５　第１の位置決め部材
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３６　ピン
３７　第２のレールゲージ
３８　第２の位置決め部材
３９　第１の下げ振り
４０　下げ振り支持手段
４１　第２の下げ振り

【図１】 【図２】

【図３】
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【図４】

【図５】

【図６】

【図７】

【図８】 【図９】

【図１０】
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